
　　　　　　　　　　「第４次総合計画第３次実施計画」作成調書 （単位：千円）

①基本計画の体系 大綱１　（０６）　平和・人権 ③ 担 当 課 人権・女性活躍推進課

② 事 務 事 業 名 人権啓発事業 ④ 整 理 用 コ ー ド 1 6 1～2 1～2 2

⑤１０年後のまちの姿 専門機関との連携が強化され、人権に対する相談支援体制が充実しています。

⑦　　　S D G ｓ ４【教育】 質の高い教育をみんなに ターゲット ４．７

⑧　事　業　内　容 ⑨ 概 算 事 業 費

（１） ふれ愛映画会、講演会（人とひと・ふれ愛の集い）等の実施 345

（２） 人権啓発広報紙（しあわせへの道）、人権カレンダー、ぬりえカレンダー等啓発物の発行 294

（３） 人権相談事業の実施 138

（４） 町内人権団体への補助（熊取町人権協会・岸和田人権擁護委員協議会熊取町地区委員会） 700

（５） その他（人権意識の高揚、人権擁護のための啓発事業の実施）、犯罪被害者等支援見舞金 1,033

（１） ふれ愛映画会、講演会（人とひと・ふれ愛の集い）等の実施 387

（２） 人権啓発広報紙（しあわせへの道）、人権カレンダー、ぬりえカレンダー等啓発物の発行 281

（３） 人権相談事業の実施 213

（４） 町内人権団体への補助（熊取町人権協会・岸和田人権擁護委員協議会熊取町地区委員会） 550

（５） 住民意識調査の実施 1,875

（６） その他（人権意識の高揚、人権擁護のための啓発事業の実施）、犯罪被害者等支援 629

（１） ふれ愛映画会、講演会（人とひと・ふれ愛の集い）等の実施 296

（２） 人権啓発広報紙（しあわせへの道）、人権カレンダー、ぬりえカレンダー等啓発物の発行、人権の花運動 349

（３） 人権相談事業の実施 204

（４） 町内人権団体への補助（熊取町人権協会・岸和田人権擁護委員協議会熊取町地区委員会） 550

（５） 本庁開庁時間内の相談対応（総合相談） 0

（６） その他（人権意識の高揚、人権擁護のための啓発事業の実施）、犯罪被害者等支援 588

（１） ふれ愛映画会、講演会（人とひと・ふれ愛の集い）等の実施 296

（２） 人権啓発広報紙（しあわせへの道）、人権カレンダー、ぬりえカレンダー等啓発物の発行 349

（３） 人権相談事業の実施 204

（４） 町内人権団体への補助（熊取町人権協会・岸和田人権擁護委員協議会熊取町地区委員会） 750

（５） 本庁開庁時間内の相談対応（総合相談） 0

（６） その他（人権意識の高揚、人権擁護のための啓発事業の実施）、犯罪被害者等支援 588

年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 合計

国・府補助金 632 745 733 733 2,843

地方債 0

その他 0

一般財源 1,878 3,190 1,254 1,454 7,776

概算事業費（合計） 2,510 3,935 1,987 2,187 10,619

（備考）

⑥ 事 務 事 業 概 要
各種団体と街頭啓発や講演会等に取り組み、住民へ向けた周知・啓発をおこないます。また、人権侵害事象の早期発見、防止に
向け、各種団体と連携を図ります。

６年度

７年度

８年度

９年度

⑩ 財 源



　　　　　　　　　　「第４次総合計画第３次実施計画」作成調書 （単位：千円）

①基本計画の体系 大綱１　（０６）　平和・人権 ③ 担 当 課 総務部人権・女性活躍推進課

② 事 務 事 業 名 平和推進事業 ④ 整 理 用 コ ー ド 1 6 1～2 1～2 2

⑤１０年後のまちの姿 非核平和及び人権意識がより高揚しています。　

⑦　　　S D G ｓ ４【教育】 質の高い教育をみんなに ターゲット ４．７

⑧　事　業　内　容 ⑨ 概 算 事 業 費

（１） 非核平和パネル展の実施 0

（２） 平和事業映画会 77

（３） 平和首長会議への参画 2

（４）

（５）

（１） 非核平和パネル展の実施 0

（２） 平和事業映画会 77

（３） 平和首長会議への参画 2

（４）

（５）

（１） 非核平和パネル展の実施 0

（２） 平和事業映画会 73

（３） 平和首長会議への参画 2

（４）

（５）

（１） 非核平和パネル展の実施 0

（２） 平和事業映画会 73

（３） 平和首長会議への参画 2

（４）

（５）

年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 合計

国・府補助金 0

地方債 0

その他 0

一般財源 79 79 75 75 308

概算事業費（合計） 79 79 75 75 308

（備考）平和フィールドワークから平和事業映画会へ行革、平和首超会議メンバーシップ納付金の納付

⑥ 事 務 事 業 概 要 非核平和の意識高揚のため、多くの住民の方が平和について考える機会を提供します。

６年度

７年度

８年度

９年度

⑩ 財 源



　　　　　　　　　　「第４次総合計画第３次実施計画」作成調書 （単位：千円）

①基本計画の体系 大綱１　（０６）　平和・人権 ③ 担 当 課 生活福祉課

② 事 務 事 業 名 戦没者等遺族援護事業 ④ 整 理 用 コ ー ド 1 6 1 1 2

⑤１０年後のまちの姿 非核平和及び人権意識がより高揚しています。

⑦　　　S D G ｓ １６【平和】 平和と公正をすべての人に タ－ゲット 16.1

⑧　事　業　内　容 ⑨ 概 算 事 業 費

（１） 戦没者等合同追悼式の開催 557

（２） 熊取町遺族会補助金の交付 100

（３） 忠霊塔維持管理 50

（４）

（５）

（１） 戦没者等合同追悼式の開催 529

（２） 熊取町遺族会補助金の交付 100

（３） 忠霊塔維持管理 50

（４）

（５）

（１） 戦没者等合同追悼式の開催 174

（２） 熊取町遺族会補助金の交付 0

（３） 忠霊塔維持管理 55

（４）

（５）

（１） 戦没者等合同追悼式の開催 174

（２） 熊取町遺族会補助金の交付 0

（３） 忠霊塔維持管理 55

（４）

（５）

年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 合計

国・府補助金 21 21 48 48 138

地方債 0

その他 0

一般財源 686 658 181 181 1,706

概算事業費（合計） 707 679 229 229 1,844

（備考）【府補助】社会福祉事務取扱交付金（均等割、進達数割にて大阪府が算出）

⑥ 事 務 事 業 概 要
戦没者等合同追悼式を開催し、戦没者、自治功労者及び消防殉職者の御霊に対し追悼の誠を捧げるとともに、世界恒久
平和の理念を次世代に伝える。熊取町遺族会に対し補助金を交付し、その活動を支援する。忠霊塔の適切な維持管理を
行う。

６年度

７年度

８年度

９年度

⑩ 財 源


